
一
　
は
じ
め
に

二
　
解
雇
の
正
当
化
基
準

三
　
労
働
者
の
行
為
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化
（
以
上
四
三
号
）

四
　
労
働
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化

五
　
整
理
解
雇
の
正
当
化

六
　
解
雇
法
理
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

七
　
日
本
法
へ
の
示
唆

八
　
お
わ
り
に
（
以
上
本
号
）

四
　
労
働
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化

　G
oddard

 
      
主
席
裁
判
官
は
、
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化
と

非
行
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化
と
に
基
本
的
な
違
い
は
な
く
、
公

正
か
つ
合
理
的
な
使
用
者
に
そ
の
よ
う
な
決
定
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
労
働
者
の
能
力
が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
対

す
る
公
正
取
扱
い
な
い
し
合
理
的
取
扱
い
の
内
容
と
し
て
、
不
足
の
事

実
を
知
ら
せ
、
求
め
ら
れ
る
改
善
の
程
度
を
示
し
、
改
善
に
至
る
ま
で

の
合
理
的
な
猶
予
期
間
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
与
え
ら
れ
た

猶
予
期
間
の
後
に
公
正
か
つ
客
観
的
な
評
価
を
し
た
上
で
、
解
雇
の
決

定
の
公
正
性
及
び
合
理
性
が
問
わ
れ
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
し
て
い

 

。
　
こ
の
よ
う
に
、
労
働
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
化
に
あ

た
っ
て
は
、
事
案
の
事
情
に
応
じ
て
使
用
者
が
何
ら
か
の
配
慮
を
な
し

得
た
か
ど
う
か
が
重
要
な
判
断
要
素
と
解
さ
れ
て
き
た
。

（
１
）る

一
二
七

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）

田
　
中
　
達
　
也

研
究
ノ
ー
ト



　
１
　
無
能
又
は
職
務
不
適
格

１
　
技
術
な
い
し
ス
キ
ル
の
欠
如

　
労
働
者
が
職
務
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
な
技
術
な
い
し
ス
キ
ル
を
欠

く
と
き
、
解
雇
は
実
質
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。T

S
D
acre

and
So

 
    
           n  

事
件
に
お
い
て
、
被
解
雇
者
は
法
律
事
務
所
の
簿
記
係
と
し
て
採
用
さ

れ
た
者
で
あ
っ
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
操
作
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た
う

え
、
手
作
業
で
の
計
算
も
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
解
雇
の
正

当
性
が
肯
定
さ
れ 

。

　
一
方
、
労
働
者
の
能
力
に
疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
雇
が

正
当
と
認
め
ら
れ
な
い
事
案
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な

判
断
に
は
、
労
働
者
の
能
力
が
疑
わ
れ
る
事
情
下
で
は
適
切
な
訓
練
の

機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
原
則
が
表
れ
て
い
る
。M

ount

 
     

A
lbert

City
Council

 
                  
事
件
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
が
、
採
用
後
に
導
入
さ

れ
た
新
シ
ス
テ
ム
を
稼
動
さ
せ
る
に
十
分
な
能
力
を
有
し
て
い
な
い
こ

と
が
問
題
と
さ
れ
、
本
人
か
ら
も
配
置
転
換
の
申
出
が
あ
っ
た
が
、
他

に
配
置
す
べ
き
場
所
が
な
い
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
。Travis

 
     
裁
判
官

は
、
雇
用
契
約
に
労
働
者
の
訓
練
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
、
新
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ
ル
等
に
つ
い
て
労

働
者
と
話
し
合
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
本
件
事
情
を
指
摘
し
、

使
用
者
は
、
雇
用
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
合
理
的
に
必
要
と

さ
れ
る
事
項
を
定
め
る
べ
き
黙
示
の
義
務
を
負
う
べ
き
も
の
と
解
さ
れ

（
２
）た

る
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
使
用
者
は
当
該
黙
示
の
義
務
に
違
反
し
た

と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
労
働
者
を
他
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
の
評
価
は
、
当
該
義
務
の
不
履
行
が
労
働
者
の
不
安
と
心
労
の
原
因

と
な
り
、
労
働
者
に
影
響
を
与
え
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
し
て
解
雇
の

正
当
性
を
否
定
し 

。

２
　
不
満
足
な
職
務
遂
行

　
労
働
者
の
職
務
遂
行
が
、
雇
用
契
約
上
求
め
ら
れ
る
水
準
に
照
ら
し

て
非
常
に
不
満
足
な
も
の
で
あ
る
と
き
、
解
雇
は
実
質
的
に
正
当
化
さ

れ
る
。
例
え
ば
、Vacuum

Cleaning
Com
pany

 
     
             
    
事
件
に
お
い
て
、
病

院
の
清
掃
業
務
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
労
働
者
は
、
使
用
者
と
病
院
と
の

業
務
請
負
契
約
が
見
直
さ
れ
て
業
務
量
が
増
加
し
た
こ
と
を
機
に
解
雇

さ
れ
た
が
、W

illiam
son

 
      
   
裁
判
官
は
、
労
働
者
の
業
務
遂
行
は
業
務
量

増
加
の
以
前
か
ら
不
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
解
雇
の
正
当

性
を
肯
定
し 

。

　
た
だ
し
、
労
働
者
の
職
務
遂
行
が
実
際
に
不
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
労
働
者
の
能
力
発
揮
に
対
す
る
使
用
者
の
配
慮
が
要
請
さ

れ
た
結
果
、
解
雇
の
正
当
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得 

。

Prestige
M
eats

          
    
事
件
で
は
、
就
労
開
始
後
わ
ず
か
二
日
で
決
定
さ
れ

た
解
雇
に
つ
い
て
実
質
的
に
も
手
続
的
に
も
正
当
性
を
欠
く
も
の
と
判

断
さ
れ
た
。Palm

er

 
   
  
裁
判
官
は
、
労
働
者
に
は
他
に
就
労
経
験
が
な

か
っ
た
こ
と
、
命
じ
ら
れ
た
作
業
の
修
得
に
相
当
期
間
の
訓
練
を
要
す

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
を
重
視
し
て
、
公
正
な
試
用

（
３
）た

（
４
）た

（
５
）る

一
二
八

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



又
は
訓
練
の
期
間
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
解
雇
が
実
質
的
な
正
当

性
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
理
由
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
と
指
摘
し 

。

　
２
　
職
場
不
適
応

　
職
場
不
適
応
が
解
雇
の
理
由
と
さ
れ
る
の
は
、
労
働
者
の
一
方
的
な

言
動
に
よ
っ
て
他
の
労
働
者
と
の
協
働
が
困
難
と
な
る
こ
と
及
び
職
場

の
生
産
性
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
周
囲
の

労
働
者
に
与
え
る
影
響
は
、
職
場
の
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
大
き
く

な
る 

、
労
働
者
の
言
動
が
雇
用
関
係
上
の
信
頼
又
は
信
用
の
侵
蝕
な

い
し
破
壊
に
至
る
と
き
、
職
場
不
適
応
は
解
雇
を
正
当
化
す
る
理
由
と

さ
れ
る
。

　N
ew
Zealand

Fire
Service

Com
m
ission

 
  
                         
 
      
事
件
に
お
い
て
解
雇
さ

れ
た
労
働
者
は
、
職
場
内
で
同
僚
ら
と
反
目
し
合
っ
て
い
た
。
上
司
の

働
き
か
け
に
よ
り
、
同
僚
ら
は
、
労
働
者
の
受
容
に
同
意
し
た
が
、
労

働
者
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
受
診
を
条
件
と
し
た
。
労
働
者
は
こ
の
条
件

に
反
発
し
、
上
司
の
排
除
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
し
た
。
雇

用
審
判
所
は
、
訴
え
の
提
起
は
個
人
の
法
的
権
利
で
あ
る
こ
と
、
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
受
診
の
要
請
が
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
点
を

と
ら
え
、
解
雇
の
正
当
性
を
否
定
し 

。
一
方
、
雇
用
裁
判
所
の

Colgan

      
裁
判
官
は
、
手
続
の
一
部
に
公
正
さ
が
疑
わ
れ
る
事
情
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
解
雇
の
正
当
性
を

否
定
す
べ
き
不
公
正
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
、
相
互
の
信
頼
関

（
６
）た

（
７
）が

（
８
）た

係
が
回
復
不
可
能
な
ま
で
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は
雇
用
契
約
の
本
質
的

な
違
反
に
等
し
く
、
こ
の
点
を
理
由
に
解
雇
が
正
当
化
さ
れ
る
事
案
で

あ
る
と
判
断
し
て
雇
用
審
判
所
の
判
断
を
覆
し 

。
控
訴
裁
判
所
は
、

雇
用
審
判
所
と
雇
用
裁
判
所
の
結
論
が
異
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
雇

用
審
判
所
が
当
事
者
の
個
々
の
行
為
及
び
出
来
事
に
焦
点
を
当
て
た
の

に
対
し
、
雇
用
裁
判
所
は
全
体
と
し
て
の
雇
用
関
係
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
と
指
摘
し
、
雇
用
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
及
び
結
論
を
支
持
し

 

。
　
３
　
傷
 病
 等

　
労
働
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
っ
て
雇
用
契
約
上
の
義
務
履
行
が
妨

げ
ら
れ
、
か
つ
そ
の
期
間
が
特
定
で
き
な
い
場
合
、
使
用
者
は
当
該
労

働
者
と
の
雇
用
関
係
を
義
務
付
け
ら
れ
ず
、
労
働
者
の
傷
病
等
を
理
由

と
す
る
解
雇
は
正
当
化
さ
れ 

。
た
だ
し
、
解
雇
が
疾
病
又
は
負
傷
に

基
づ
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
正
当
性
は
、
他
の
類
型
と
同
じ
く
、

公
正
か
つ
合
理
的
な
使
用
者
が
そ
の
時
点
の
事
情
に
照
ら
し
て
決
定
し

得
た
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な 

。
例
え
ば
、W

ilson
Parking

 
              

N
ew
Zealand

 
  
        
事
件
に
お
い
てG

oddard

 
      
主
席
裁
判
官
は
、
労
働
者
に

対
し
て
症
状
回
復
の
た
め
の
合
理
的
な
期
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
及
び
そ
の
期
間
内
に
労
働
者
が
復
帰
す
る
現
実
的
な
見
込
み

を
公
正
か
つ
虚
心
坦
懐
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し

て
い 

。

（
９
）た

（
　
）
１０た

（
　
）
１１る

（
　
）
１２る

（
　
）
１３る

一
二
九

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



　
回
復
の
期
間
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
使
用
者
に
対
し
て
様
々
な
配

慮
が
要
求
さ
れ
得
る
の
が
同
種
事
案
の
特
徴
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、

N
orth

Shore
Ferries

 
                  
事
件
で
は
、
雇
用
の
継
続
は
健
康
状
態
の
改
善

次
第
で
あ
る
と
の
警
告
を
欠
い
た
こ
と
が
、
手
続
的
に
不
公
正
で
あ
っ

た
と
判
断
さ
れ 

。
労
働
者
の
復
職
に
あ
た
り
、
通
常
業
務
の
遂
行
可

能
性
を
確
認
す
る
た
め
に
医
師
の
診
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、CBI

N
Z

 
    
 

事
件
で
は
、
労
働
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
診
断
結
果
と
労

働
者
の
実
態
と
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者

に
さ
ら
な
る
医
療
上
の
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い 

。

　
右
の
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
働
者
の
健
康
上
の
問
題
を
解
決
す
べ
く

使
用
者
の
積
極
的
な
関
与
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
例
が
あ
る
。

H
odgeson

 
       
事
件
に
お
い
て
被
解
雇
者
は
矯
正
歯
科
助
手
で
あ
っ
た

が
、
低
血
糖
症
に
見
舞
わ
れ
、
勤
務
時
間
中
に
発
作
を
起
こ
す
よ
う
に

な
っ
た
。
四
度
目
の
発
作
の
後
、
使
用
者
は
労
働
者
が
体
調
を
管
理
で

き
な
け
れ
ば
雇
用
の
継
続
は
困
難
で
あ
る
と
警
告
し
た
。
雇
用
審
判
所

は
、
使
用
者
が
労
働
者
に
体
調
管
理
を
求
め
る
だ
け
で
、
勤
務
を
可
能

と
す
る
た
め
に
問
題
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
手
続

上
の
不
公
正
に
あ
た
る
と
指
摘
し
、
解
雇
の
正
当
性
を
否
定
し 

。

五
　
整
理
解
雇
の
正
当
化

　
整
理
解
雇
が
生
じ
る
事
情
は
、
労
働
者
の
行
為
又
は
能
力
を
理
由
と

（
　
）
１４た（

　
）
１５る

（
　
）
１６た

す
る
類
型
と
比
較
し
て
特
別
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い 

。
す
な
わ

ち
、
労
働
者
の
行
為
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
に
お
い
て
は
、
被
解
雇
者

の
作
為
又
は
不
作
為
を
理
由
と
し
て
そ
の
正
当
化
が
は
か
ら
れ
る
の
に

対
し
、
整
理
解
雇
に
お
い
て
は
、
被
解
雇
者
の
作
為
等
は
問
題
と
さ
れ

ず
、
専
ら
当
該
労
働
者
の
提
供
す
べ
き
役
務
が
余
剰
と
な
っ
た
と
い
え

る
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
解
雇
の
必
要
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
整

理
解
雇
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
そ
の
正
当
性
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
解
雇

の
実
施
手
続
に
か
か
る
事
項
が
重
要
な
判
断
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

き
た
。

　
１
　
人
員
整
理
の
真
正
性

　
人
員
整
理
に
真
正
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
、
整
理
解
雇
が
正
当
と

認
め
ら
れ
る
前
提
と
な
る
が
、
そ
の
判
断
は
、
専
ら
使
用
者
に
委
ね
ら

れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。G

N
H
ale
&
Son

 
  
  
     
    
事
件
に
お
い

て
、
控
訴
裁
判
所
のCooke

 
    
裁
判
長
は
、「
使
用
者
が
、
例
え
ば
オ
ー

ト
メ
ー
シ
ョ
ン
や
採
算
性
の
低
い
活
動
の
放
棄
、
組
織
の
再
編
成
又
は

他
の
経
費
削
減
方
法
に
よ
っ
て
、
…
…
自
ら
の
事
業
を
よ
り
効
率
的
に

す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
者

は
、
事
業
が
彼
な
し
に
よ
り
効
率
的
に
運
営
さ
れ
得
る
場
合
に
、
雇
用

継
続
の
権
利
を
有
さ
な
い
。
…
…
解
雇
が
人
員
整
理
に
基
づ
く
と
き
、

正
当
理
由
な
き
解
雇
の
主
張
に
あ
た
っ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、

そ
の
論
拠
の
誠
実
性
（the

good
faith

of
that
basis

                            
）
及
び
実
行
さ
れ

（
　
）
１７る 一

三
〇

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
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た
手
続
の
公
正
性
（the

fairness
of
the
procedure

follow

                                    

ed   
）
で
あ

る
。
…
…
例
え
ば
、
人
員
整
理
が
不
満
足
な
労
働
者
を
排
除
す
る
た
め

の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
点
は
、
司
法
に
よ

る
審
査
の
理
由
と
な
る
」
と
判
示
し 

。

　
２
　
人
員
整
理
の
実
行
手
続

　
人
員
整
理
の
決
定
が
真
正
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
公
正
な
使
用
者

は
、
相
互
の
信
頼
な
い
し
信
用
の
義
務
及
び
公
正
取
扱
い
の
義
務
に

従
っ
て
、
人
員
整
理
の
決
定
を
公
正
か
つ
慎
重
に
行
う
」
べ
き
で
あ
っ

て
、
解
雇
は
公
正
に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

、
と
解
さ
れ
て
き

た
。

１
　
事
前
協
議
の
履
行

　
　
　
ａ
　A

oraki
Corporation

 
                 
事
件
判
決

　
人
員
整
理
の
決
定
に
あ
た
り
使
用
者
は
、
影
響
を
受
け
る
労
働
者
と

の
間
で
、
当
該
人
員
整
理
の
必
要
性
、
対
象
者
の
選
考
基
準
、
実
施
時

期
等
に
つ
き
、
事
前
に
協
議
（consultation

            
）
を
す
べ
き
こ
と
を
当
然

に
要
求
さ
れ
る 

。

　
こ
の
点
が
争
わ
れ
た
の
がA

oraki
Corporation

 
                 
事
件
で
あ
り
、
控

訴
裁
判
所
は
こ
れ
を
明
確
に
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い 

。
す
な
わ

ち
、
事
前
協
議
を
義
務
付
け
る
契
約
上
の
条
項
が
置
か
れ
て
い
な
い
と

き
、「
使
用
者
に
対
し
、
人
員
整
理
の
決
定
に
あ
た
り
潜
在
的
な
影
響

を
受
け
る
す
べ
て
の
労
働
者
と
協
議
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
は
で

（
　
）
１８た

（
　
）
１９い

（
　
）
２０か

（
　
）
２１る

き
な
い
。
こ
の
種
の
絶
対
的
な
要
求
を
課
す
こ
と
は
、
使
用
者
が
そ
の

事
業
を
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
経
営
、
組
織
す
る
権
利

（prim
a
facie

right

    
             
）
と
合
致
し
な
い
。
協
議
は
、
と
り
わ
け
大
量
の
整

理
解
雇
者
が
生
じ
る
よ
う
な
事
情
の
下
で
実
行
不
可
能
で
あ
る
」
と
判

示
し 

。
そ
し
て
、
本
件
人
員
整
理
は
、
全
社
的
な
規
模
で
同
一
時
期

に
実
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
事
前
協
議
は
期
待

し
得
な
か
っ
た
と
結
論
付
け 

。

　
　
ｂ
　
現
行
法
上
の
誠
実
義
務
概
念
とCoutts

Cars

 
          
事
件
判
決

　A
oraki

Corporation

 
                 
事
件
判
決
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
現
行
法
（
雇

用
関
係
法
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
の
一
般
目
的
の
一
つ

に
、「
雇
用
関
係
は
、
誠
実
な
行
為
（good

faith
behaviour

                    
）
に
基
づ

い
て
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
た
（
同
法
三

条
ａ
ｉ
）。
こ
れ
に
関
連
し
て
同
法
四
条
に
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者

は
互
い
を
誠
実
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
一
項
）
と
定

め
ら
れ
、
誠
実
性
が
求
め
ら
れ
る
事
項
と
し
て
、
事
業
の
変
更
な
ど
労

働
者
の
集
団
的
な
雇
用
の
利
益
に
関
す
る
協
議
（
同
条
四
項
ｃ
）、
事
業

の
下
請
け
又
は
売
却
な
ど
の
計
画
（
同
項
ｄ
）、
労
働
者
の
人
員
整
理

（
同
項
ｅ
）
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
制
定
法
上
の
変
化
が
、A

oraki
Corporation

 
                 
事
件
判
決
で
示

さ
れ
た
判
例
法
理
に
影
響
を
与
え
る
も
の
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
た
の

がCoutts
C

 
       a  rs  
事 

で
あ
っ
た
。

　
同
判
決
の
多
数
意
見
は
、
法
四
条
に
触
れ
て
、「
当
事
者
が
合
意
し

（
　
）
２２た

（
　
）
２３た

（
　
）
２４件

一
三
一

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



て
い
な
い
が
、
雇
用
関
係
局
又
は
裁
判
所
が
課
す
こ
と
を
公
正
と
考
え

る
条
項
及
び
条
件
を
、
契
約
上
の
関
係
に
導
入
す
る
根
拠
と
し
て
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し 

。
そ
し
て
、
雇
用
契
約
に
相
互
の
信

頼
な
い
し
信
用
の
義
務
（m

utual
obligations

of
trust

and
conf

 
                                   idence

      
）

が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
確
立
さ
れ
た
判
例
法
理
で
あ
っ
た
こ

と
、
現
行
法
の
一
般
目
的
を
示
し
た
法
三
条
本
文
に
お
い
て
も
、
相
互

の
信
頼
義
務
に
つ
い
て
同
様
の
文
言
（ ‘m

utual
trust

and
confidence

 
                           

’

）

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上 

、「
使
用
者
と
労
働
者
と

が
互
い
に
誠
実
に
（in

good
faith

             
）
取
り
扱
う
べ
き
と
す
る
新
た
な
制

定
法
上
の
義
務
が
、
裁
判
所
が
近
ご
ろ
当
事
者
の
雇
用
契
約
に
置
い
て

き
た
も
の
と
明
確
に
異
な
る
義
務
を
導
入
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
」
と
判
示
し
て
、A

oraki
Corporation

 
                 
事
件
判
決
に
よ
る
法
理

が
、
現
行
法
施
行
後
も
妥
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し 

。

　
　
　
ｃ
　
制
定
法
上
の
誠
実
義
務
概
念
の
拡
大

　Coutts
Cars

           
事
件
判
決
を
受
け
、
議
会
は
、
二
〇
〇
四
年
の
法
改

正
に
お
い
て
法
三
条
を
改
正
し
、
制
定
法
上
の
誠
実
義
務
概
念

（good
faith

          
）
は
従
来
の
判
例
法
上
の
概
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し 

。
そ
し
て
、
法
四
条
一
Ａ
項
を
新
設
し
、
制
定

法
上
の
誠
実
義
務
が
判
例
法
上
の
信
頼
な
い
し
信
用
義
務
よ
り
も
広
範

な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
す
る
と
と
も
に
（
同
項
ａ
）、
労
働

者
の
雇
用
継
続
を
困
難
に
す
る
決
定
事
項
を
提
示
す
る
使
用
者
は
、
当

該
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
決
定
に
か
か
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利

（
　
）
２５た

（
　
）
２６で

（
　
）
２７た

（
　
）
２８た

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
定
の
前
に
も
、
使
用
者
の
情
報
に
コ
メ

ン
ト
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
新
た
な
規
定
を
設
け

た
（
同
項
ｃ
）。

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
四
年
改
正
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
事
業
の
売
却

や
譲
渡
を
す
る
場
合
又
は
労
働
者
の
役
務
を
下
請
す
る
場
合
に
、
そ
の

影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
雇
用
継
続
等
に
つ
い
て
規
定
す

る
章
（
第
六
Ａ
章
「
使
用
者
の
事
業
が
再
構
築
さ
れ
る
場
合
の
雇
用
の
継
続

性
」）
が
新
設
さ
れ
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
役
務

を
提
供
す
る
者
と
し
て
同
法
別
表
に
規
定
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

当
該
事
業
の
譲
渡
先
で
同
一
条
件
に
よ
る
雇
用
を
請
求
す
る
権
利
又
は

譲
渡
先
で
人
員
整
理
が
行
わ
れ
る
場
合
は
新
た
な
使
用
者
か
ら
人
員
整

理
手
当
等
（redundancy

entitlem
ent

                   
   
）
を
得
る
た
め
に
交
渉
す
る
権
利

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
同
法
六
九
Ａ
条
ａ
及
び
ｂ
）、
交
渉
に
よ
っ
て
合

意
に
達
し
な
い
場
合
は
雇
用
関
係
局
に
よ
っ
て
裁
定
が
な
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
（
同
条
ｃ
。
同
法
六
九
Ｊ
条
参
照
）。
こ
れ
ら
の
者
を
雇
用
し
て

い
た
使
用
者
は
、
事
業
再
構
築
の
前
に
雇
用
継
続
を
選
択
す
る
か
否
か

に
つ
い
て
意
思
表
示
を
す
る
合
理
的
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
同
法
六
九
Ｄ
条
）、
労
働
者
は
雇
用
継
続
の
選
択
以
外
の
解
決
方
法
に

つ
い
て
使
用
者
と
交
渉
（bargaining

          
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
（
同
法
六
九
Ｅ
条
）。

　
こ
れ
以
外
の
一
般
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
雇
用
契
約
に
お
い
て
、
事

業
再
構
築
に
あ
た
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
の
雇
用
に
保
護
を

一
三
二

筑
波
法
政
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四
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四
号
（
二
〇
〇
八
）



与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
定
（em

ployee
protection

provision

  
                           
）
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
法
六
九
Ｍ 

。
こ
の
規

定
に
は
、
①
事
業
再
構
築
に
関
す
る
新
た
な
使
用
者
と
の
交
渉

（negotiation

           
）
に
関
す
る
手
続
、
②
事
業
再
構
築
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
移
籍
等
に
関
す
る
事
項
、
③
移
籍
し
な
い

労
働
者
に
対
す
る
手
当
等
が
あ
る
場
合
は
そ
の
決
定
手
続
を
含
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
法
六
九
Ｌ
条
）。

　
　
　
ｄ
　
法
改
正
の
効
果

　
現
行
法
に
四
条
一
Ａ
項
及
び
第
六
Ａ
章
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
使

用
者
に
は
人
員
整
理
時
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
と
協
議
を

す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
得
る
対
象
は
広
げ
ら
れ
た
も
の
の
、

す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
、
協
議
の
不
履
行
が
人
員
整
理
の
真
正
性
を
否

定
す
る
要
素
と
し
て
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な 

。
も
っ
と
も
、

協
議
（consultation

            
）
は
当
事
者
間
で
合
意
に
達
す
べ
き
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
交
渉
（bargaining/negotiation

                      
）
と
異
な
り
、

多
く
の
時
間
を
費
や
す
こ
と
が
必
然
的
な
も
の
で
は
な 

。
ま
た
、
情

報
の
伝
達
や
協
議
の
準
備
な
ど
は
、
労
働
組
合
な
ど
の
労
働
者
の
代
表

を
通
じ
て
集
団
的
に
も
行
い
得
る
こ
と
か
ら
、
協
議
を
実
行
不
可
能
と

解
す
べ
き
事
案
は
決
し
て
多
く
は
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い 

。

　
　
２
　
配
置
転
換
の
検
討

　A
oraki

Corporation

 
                 
事
件
に
お
い
て
控
訴
裁
判
所
は
、
労
働
者
と

の
事
前
協
議
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
が

（
　
）
２９条
）

（
　
）
３０い（

　
）
３１い

（
　
）
３２る

こ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
不
履
行
が
人
員
整
理
の
真
正
性

又
は
そ
の
実
施
時
期
に
疑
い
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
る
と
指
摘
し
て
お

り
、
配
置
転
換
の
可
能
性
を
検
討
し
な
か
っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
と

の
一
般
論
を
示
し
て
い 

。
そ
の
た
め
、
配
置
転
換
が
可
能
な
状
況
を

い
か
に
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
控
訴
裁
判
所

の
判
断
が
示
さ
れ
た
の
が
、N

ew
Zealand

Fasteners
Stainless

 
  
                            
事
件

判
決
で
あ 

。

　
同
事
件
に
お
い
て
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
は
、
当
初
、
財
務
部
門
の
シ

ニ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
た
が
、
部
門
の
統
括
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く

な
い
と
の
評
価
を
受
け
、
一
般
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
降
格
さ
れ
た
。
同
部
門

に
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
配
置
さ
れ
、
業
務
遂
行
方
法
が
刷
新
さ

れ
た
結
果
、
本
件
労
働
者
が
部
門
業
務
に
果
た
す
役
割
は
徐
々
に
縮
小

し
て
い
っ
た
。
二
年
四
か
月
後
、
使
用
者
は
、
財
務
部
門
に
お
け
る
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
廃
止
し
、
本
件
労
働
者
が
担
っ
て
き
た
部

門
業
務
を
一
般
職
員
に
担
わ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
雇
用
裁
判
所
のTravis

 
     
裁
判
官
は
、
労
働
者
が
従
来
行
っ
て
き
た
業

務
は
存
在
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
業
務
に
人
員
を
充
て
る
必
要
性
は
失

わ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
、
労
働
者
を
配
置
可
能
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
あ

る
こ
と
か
ら
人
員
整
理
の
真
正
性
を
否
定
し 

。
同
裁
判
官
は
、
そ
の

よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
、
人
員
整
理
の
真
正
性
判
断
に
あ

た
り
配
置
転
換
の
可
能
性
を
考
察
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た

M
cK
echnie

Pacific

 
  
              
事
件
控
訴
裁
判
所
判
決
を
参
照
し 

。

（
　
）
３３る

（
　
）
３４る

（
　
）
３５た

（
　
）
３６た一

三
三

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
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こ
れ
に
対
し
て
控
訴
裁
判
所
は
、M

cK
echnie

Pacific

 
  
              
事
件
で

は
、
特
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
人
員
数
が
余
剰
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
事
案
の
相
違
を
強
調
し
つ 

、
本
件
に
お
い
てT ravis

     
裁
判
官
が
労

働
者
を
配
置
可
能
と
解
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
労
働
者
が
従
前
得
て
い

た
報
酬
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と

解
し 

。
そ
し
て
、「
い
く
つ
か
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
突
然
に
そ
の
需
要

に
対
し
て
余
剰
と
な
る
一
方
、
事
業
再
構
築
や
技
術
革
新
に
よ
る
変
化

に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
に
、
多
く
の
も
の
は
時
間
を
か
け
て
重
要
度
を

減
じ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
は
余
剰
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
に
お

い
て
、［
余
剰
と
な
っ
た
］
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
、［
人
員
整
理
が
］
避

け
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
た
時
点
で
残
さ
れ
た
義
務
だ
け
を
含
む
も
の

と
み
な
す
こ
と
は
、
全
く
も
っ
て
非
現
実
的
で
あ
る
」
と
指
摘
し 

。

　
た
だ
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
本
件
労
働
者
に
対
し
て
人
員
整
理
を
適

切
に
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
及
び
新
た
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
へ
の
配
置
転
換

の
可
能
性
を
論
じ
な
か
っ
た
こ
と
の
不
履
行
は
、
手
続
上
の
不
公
正
に

該
当
す
る
と
結
論
づ
け
て
い 

。
す
な
わ
ち
、
控
訴
裁
判
所
は
、
特
定

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
真
正
の
人
員
整
理
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る

状
況
下
で
は
、
他
の
異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
配
置
転
換
が
な
さ
れ
な
く

と
も
解
雇
の
実
質
的
な
正
当
性
を
失
わ
せ
な
い
が
、
た
と
え
異
な
る
ポ

ジ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
現
実
に
配
置
可
能
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る

場
合
は
、
手
続
上
の
問
題
と
し
て
、
配
置
転
換
の
可
能
性
を
検
討
す
る

（
　
）
３７つ

（
　
）
３８た

（
　
）
３９た

（
　
）
４０る

べ
く
労
働
者
に
事
情
を
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
得
る
こ
と
を
示
唆

し
た
も
の
と
い
え
る
。

３
　
対
象
者
の
選
考

　
　
　
ａ
　
選
考
基
準
の
決
定
等

　Colgan

      
裁
判
官
は
、
解
雇
対
象
者
の
選
考
基
準
の
決
定
な
い
し
そ

の
適
用
に
つ
い
て
、「
使
用
者
が
責
任
あ
る
経
営
人
事
を
通
し
て
す
る

こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
の
決
定
な
い
し
適
用
が
「
誠
実
に
な
さ
れ
て
い

な
い
と
き
、
適
切
な
基
準
へ
の
言
及
が
な
い
と
き
、
不
適
切
な
基
準
に

よ
っ
て
い
る
と
き
、
又
は
そ
の
よ
う
な
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
き
」
に

は
、
司
法
に
よ
る
審
査
の
対
象
と
な
り
得
る
と
指
摘
し
て
い

。

　
例
え
ば
、
選
考
基
準
の
不
開
示
は
不
公
正
な
取
扱
い
と
解
さ
れ 

。

選
考
基
準
が
修
正
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
事
実
が
対
象
労
働
者
に
伝
え

ら
れ
な
か
っ
た
と
き
も
ま
た
不
公
正
な
取
扱
い
と
さ
れ 

。

　
　
　
ｂ
　
能
力
不
足
を
理
由
と
す
る
解
雇
と
の
関
係

　
人
員
削
減
の
た
め
に
整
理
解
雇
の
対
象
者
を
決
定
す
る
場
合
は
、
労

働
者
の
ス
キ
ル
や
職
務
遂
行
等
の
評
価
結
果
を
相
対
的
に
判
断
し
て
決

定
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。
使
用
者
が
人
員
整
理
を
理
由
と
し
て
解

雇
を
正
当
化
す
る
場
合
、
労
働
者
の
相
対
的
な
能
力
不
足
だ
け
を
立
証

す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
人
員
整
理
が
必
要
と
さ
れ
る
事
情
を

証
明
す
る
必
要
が
あ 

。

　Telecom
N
ew
Zealand

       
  
  
        
事
件
に
お
い
て
は
、
整
理
解
雇
の
対
象
候

補
と
し
て
一
七
人
の
労
働
者
が
選
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
各
々
の
ス
キ

（
　
）
４１る

（
　
）
４２る

（
　
）
４３る

（
　
）
４４る
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ル
、
経
験
、
資
格
、
職
務
遂
行
な
ど
を
評
価
す
る
一
五
の
基
準
が
用
い

ら
れ
、
対
象
者
中
最
低
に
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
た
労
働
者
が
整
理
解
雇
さ

れ
た
が
、
各
々
の
労
働
者
に
対
す
る
評
価
結
果
は
開
示
さ
れ
ず
、
そ
れ

に
対
す
る
弁
明
の
機
会
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。Finnigan

 
       
裁
判
官

は
、
本
件
整
理
解
雇
者
の
選
考
が
労
働
者
の
職
務
遂
行
に
関
す
る
能
力

評
価
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
評
価
者
の
主
観
に
よ
る
評

価
結
果
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
公
正
を
欠
く
も
の
で

あ
っ
た
と
判
断
し 

。

　
事
業
廃
止
を
理
由
と
す
る
人
員
整
理
や
特
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
技
術

革
新
等
に
よ
り
事
業
に
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
解
雇
の
正
当

性
判
断
に
あ
た
り
問
題
と
な
る
の
は
、
事
業
経
営
の
合
理
性
か
ら
み
た

特
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
必
要
性
如
何
で
あ
り
、
個
々
の
労
働
者
の
職
務

遂
行
能
力
如
何
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
そ

の
も
の
の
必
要
性
は
従
来
と
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
規
模
を
量
的
に
削

減
す
る
人
員
整
理
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
整
理
解
雇
と
労
働
者
の

能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
と
の
双
方
の
性
質
を
併
せ
持
つ
こ
と
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
双
方
の
解
雇
に
か
か
る
正
当
性
を
各
々

満
足
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
に
対
す
る
弁
明
の

機
会
の
付
与
な
ど
の
要
素
が
問
題
と
な
り
得
る
（
労
働
者
の
能
力
と
解
雇

の
正
当
性
判
断
に
つ
い
て
、
前
記
四
参
照
）。

４
　
所
定
手
続
の
遵
守

　
雇
用
契
約
上
定
め
ら
れ
た
実
行
手
続
に
違
反
し
た
整
理
解
雇
は
、
不

（
　
）
４５た

公
正
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
得
る
。K

insm
en
G
roup

 
    
    
    
事
件
に
お

い
て
、Colgan

 
     
裁
判
官
は
、
整
理
解
雇
の
実
質
的
な
正
当
性
を
肯
定

し
た
が
、
使
用
者
が
雇
用
契
約
上
の
予
告
に
関
す
る
手
続
に
従
わ
な

か
っ
た
点
に
つ
い
て
手
続
上
の
不
公
正
を
指
摘
し 

。
ま
た
、

W
ellington

College
of
Education

 
                              
事
件
に
お
い
て
整
理
解
雇
さ
れ
た

者
の
雇
用
契
約
に
は
、
整
理
解
雇
の
少
な
く
と
も
三
か
月
前
に
当
事
者

間
で
人
員
整
理
に
つ
い
て
の
正
式
な
議
論
を
行
う
べ
き
こ
と
及
び
す
べ

て
の
合
理
的
な
代
替
策
を
検
討
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

本
件
労
働
者
の
整
理
解
雇
が
決
定
さ
れ
た
際
、
同
人
は
業
務
の
都
合
で

海
外
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
代
替
策
の
検
討
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

G
oddard

 
      
主
席
裁
判
官
は
、
契
約
上
の
義
務
違
反
に
応
じ
た
精
神
的
損

害
を
償
わ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
事
案
で
あ
る
と
判
断
し 

。

六
　
解
雇
法
理
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

１
　
判
例
法
理
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
機
能

　
判
例
に
示
さ
れ
た
事
実
と
結
論
か
ら
帰
納
さ
れ
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
機

能
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
　
労
働
者
の
行
為
を
理
由
と
す
る
解
雇

　
労
働
者
の
行
為
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
相

互
の
信
頼
関
係
に
対
す
る
影
響
の
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
解

雇
は
、
労
働
者
の
行
為
が
相
互
の
信
頼
関
係
を
現
実
に
又
は
潜
在
的
に

侵
蝕
す
る
こ
と
で
、
双
方
の
将
来
の
関
係
が
成
り
立
ち
得
な
い
も
の
に

（
　
）
４６た

（
　
）
４７た一

三
五

解
雇
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当
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ネ
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原
理
（
２
・
完
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至
っ
た
場
合
に
肯
定
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
行
為
が
、
使
用
者
と
の
信
頼
関
係
を
直
接

に
か
つ
回
復
不
能
な
ほ
ど
に
破
壊
す
る
場
合
、
特
定
の
理
由
に
対
す
る

解
雇
の
決
定
が
事
案
の
実
質
に
比
し
て
不
公
正
で
あ
る
な
ど
の
事
情
が

存
在
し
な
い
限
り
、
労
働
者
の
利
益
を
衡
量
す
る
余
地
は
な 

、
雇
用

継
続
の
利
益
は
否
定
さ
れ
る
。
暴
力
行
為
、
脅
迫
行
為
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
行
為
、
故
意
の
利
益
相
反
行
為
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
と
き
、
当
該
行

為
の
実
行
を
も
っ
て
解
雇
を
決
定
す
る
こ
と
が
事
案
の
実
質
的
価
値
と

の
均
衡
を
著
し
く
欠
く
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
存
在
を
問
い
得
る
ほ
か

は
、
労
働
者
の
雇
用
継
続
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
フ
ェ

ア
ネ
ス
の
精
神
の
表
れ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
信
頼
関
係
の
侵
蝕
の
程
度
が
労
働
者
の
利
益
を
衡
量
す
る
余

地
を
許
す
と
き
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
事
案
の
実
質
的
価
値
に
対

す
る
評
価
の
み
な
ら
ず
、
使
用
者
が
な
し
得
た
行
為
を
解
雇
の
正
当
化

の
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

　
具
体
的
に
は
、
業
務
命
令
違
反
の
理
由
に
対
し
て
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の

精
神
は
、
使
用
者
の
業
務
命
令
の
必
要
性
と
労
働
者
の
当
該
命
令
に
従

い
得
な
い
事
情
と
を
衡
量
す
る
必
要
性
を
も
た
ら
す
。
規
則
違
反
の
理

由
に
は
、
当
該
規
則
の
周
知
や
規
則
違
反
に
対
す
る
警
告
な
ど
の
手
続

面
の
考
慮
が
要
請
さ
れ
る
。
不
実
表
示
の
理
由
に
は
、
事
実
を
不
開
示

と
し
た
労
働
者
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
考
慮
が
、
雇
用
契

約
上
の
一
般
的
な
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
と
き
に
は
、
事
実
の
確
認

（
　
）
４８く

プ
ロ
セ
ス
の
ほ
か
、
労
働
者
の
職
務
上
の
地
位
に
期
待
さ
れ
る
水
準
へ

の
考
慮
が
、
そ
れ
ぞ
れ
要
請
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
不
服
従
を
理
由
と
す
る
場
合
に
お
い
て
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精

神
は
、
相
互
の
協
働
関
係
に
存
在
す
る
信
義
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
る

様
々
な
配
慮
を
要
請
す
る
原
理
と
し
て
機
能
す
る
。

２
　
労
働
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇

　
労
働
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
解
雇
と
行
為
を
理
由
と
す
る
解
雇
と

に
根
本
的
な
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
類
型
の
解
雇
に
お
い

て
も
、
事
案
の
実
質
的
価
値
に
鑑
み
た
解
雇
の
評
価
を
前
提
と
し
て
、

使
用
者
が
な
し
得
た
行
為
を
実
際
に
行
っ
た
こ
と
が
解
雇
の
正
当
化
要

素
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
相
互
の

信
頼
関
係
は
、
労
働
者
の
故
意
に
基
づ
く
行
為
に
よ
っ
て
直
接
的
に
破

壊
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
行
為
を
理
由
と

す
る
例
に
比
べ
て
双
方
の
利
益
を
衡
量
す
べ
き
範
囲
は
広
く
、
フ
ェ
ア

ネ
ス
の
精
神
は
よ
り
多
く
の
場
面
で
当
事
者
を
規
律
す
る
。

　
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
使
用
者
の
解
雇
が
労
働
者
の
ス
キ
ル
不
足

や
職
務
遂
行
能
力
の
不
足
を
理
由
と
す
る
と
き
、
使
用
者
が
そ
の
不
足

点
を
労
働
者
に
知
ら
せ
、
改
善
の
機
会
を
与
え
る
措
置
を
解
雇
に
先

立
っ
て
採
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
ま
た
、
使
用
者
の
評
価
の
客
観
性
を

担
保
さ
せ
る
た
め
、
労
働
者
に
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
。
傷
病
等
に
よ
っ
て
労
働
者
が
一
時
的
に
労
働
不
能
と
な
っ
た
場

一
三
六

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



合
は
、
解
雇
に
よ
っ
て
被
る
不
利
益
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
使
用
者
の

積
極
的
な
配
慮
を
要
請
す
る
。
一
方
、
職
場
不
適
応
の
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
労
働
者
の
正
常
な
ら
ざ
る
歪
ん
だ
能
力
発
揮
が
、
協
働
関
係

に
携
わ
る
他
の
者
に
影
響
を
与
え
、
使
用
者
と
の
信
頼
関
係
を
侵
蝕
な

い
し
破
壊
す
る
と
き
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
相
互
の
協
働
関
係
に

お
け
る
信
義
に
基
づ
い
て
使
用
者
の
利
益
が
優
越
す
る
と
の
判
断
を
も

た
ら
す
。

３
　
整
理
解
雇

　
整
理
解
雇
の
事
案
に
お
け
る
実
質
的
評
価
は
、
人
員
整
理
の
真
正
性

如
何
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
解
雇
の
実
質

的
正
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
フ
ェ
ア

ネ
ス
の
精
神
は
、
整
理
解
雇
に
至
っ
た
当
事
者
の
事
情
を
背
景
に
、
使

用
者
が
行
い
得
る
配
慮
を
要
請
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
に
対
す
る
救
済

の
根
拠
と
な
る
。
使
用
者
の
配
慮
の
一
環
と
し
て
、
協
議
や
配
置
転
換

の
手
続
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
手
続

が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
人
員
整
理
の
真
正
性
に
疑
い
が
向
け

ら
れ
る
。

　
２
　
判
例
法
理
に
表
れ
た
特
色

　
判
例
法
理
に
現
れ
た
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
解
雇
を
実
行
す
る
使

用
者
に
合
理
的
な
配
慮
を
要
求
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
の
下
で
、
双
方
当
事
者
の
利
益
が

合
理
的
な
均
衡
に
達
す
る
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で

あ
り
、
解
雇
の
実
質
的
側
面
（
解
雇
理
由
）
と
手
続
的
側
面
（
解
雇
手

続
）
と
を
同
時
に
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
　
実
質
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

　
解
雇
の
実
質
的
側
面
に
お
い
て
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
解
雇
理

由
と
な
っ
た
個
別
具
体
的
な
事
実
と
解
雇
に
よ
る
雇
用
関
係
解
消
の
結

果
と
の
均
衡
を
求
め
る
原
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
（
実
質
的
フ
ェ
ア

ネ
ス
の
原
理
）。
こ
の
原
理
は
、
労
使
相
互
の
契
約
関
係
の
性
質
に
鑑

み
、
解
雇
の
実
質
的
な
理
由
（
労
働
者
の
非
行
、
能
力
不
足
、
人
員
整
理
な

ど
）
に
対
し
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
利
益
の
均
衡
を
求
め
る
も
の
で

あ
り
、Roth

 
   
博
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
使
用
者
の
事
業
経
営
上
の

必
要
性
か
ら
導
か
れ
る
解
雇
の
正
当
性
」
と
「
労
働
者
の
正
当
理
由
な

き
解
雇
を
さ
れ
な
い
正
当
性
」
と
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該

解
雇
理
由
が
双
方
の
信
頼
関
係
を
破
壊
な
い
し
侵
蝕
す
る
こ
と
で
将
来

的
な
協
働
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
重
大
な
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
る
原
理
と
考
え
る
こ
と
が
で
き 

。
し

た
が
っ
て
、
解
雇
に
よ
っ
て
被
る
労
働
者
の
不
利
益
が
、
労
使
双
方
の

各
々
の
正
当
性
に
照
ら
し
て
不
均
衡
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
解
雇

の
正
当
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
り
得 

。

２
　
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

　
解
雇
の
手
続
的
側
面
に
お
い
て
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
は
、
労
使
双

方
の
利
益
を
均
衡
さ
せ
る
べ
く
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
鑑
み
た
行
為

（
　
）
４９る

（
　
）
５０る

一
三
七

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



の
準
則
を
定
立
し
て
い
る
（
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
）。
そ
れ
は
、

経
済
的
な
強
者
で
あ
る
使
用
者
が
具
体
的
に
な
し
得
た
配
慮
に
着
目

し
、
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
配
慮
が
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
た
解
雇
の
正

当
性
を
否
定
し
て
労
働
者
に
救
済
を
付
与
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
行
為
準
則
定
立
の
基
礎
と
な
る
信
頼
関
係
の
具
体
的
内

容
は
、
解
雇
の
実
質
的
側
面
の
評
価
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
解
雇

理
由
と
な
っ
た
個
別
具
体
的
な
事
実
と
解
雇
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
結
果

と
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
原
理
は
、
解
雇
手
続
に
不
公
正
の
要
素
が
み
ら
れ

る
と
き
に
必
ず
解
雇
の
正
当
性
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
解
雇
の

実
質
的
理
由
に
よ
っ
て
相
互
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る

と
き
、
労
使
の
将
来
的
な
協
働
関
係
は
も
は
や
成
り
立
ち
え
ず
、
手
続

に
み
ら
れ
た
不
公
平
は
解
雇
の
正
当
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
機
能

し
な
い
。
し
か
し
、
相
互
の
信
頼
関
係
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
と
ま
で

は
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
信
頼
関
係
侵
蝕
の
程
度
に
応

じ
た
手
続
上
の
配
慮
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
解
雇
の
実
質
的
理
由

が
も
っ
ぱ
ら
使
用
者
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
相
互
の
信
頼

関
係
が
侵
蝕
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
使
用
者
に

対
し
て
行
い
得
る
限
り
の
手
続
の
履
行
が
要
求
さ
れ
る
。
手
続
的
フ
ェ

ア
ネ
ス
の
原
理
に
従
っ
て
使
用
者
に
要
求
さ
れ
る
具
体
的
手
続
に
使
用

者
が
従
い
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
手
続
が
履
行
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
当
該
解
雇
の
手
続
的
な
正
当
性
を
否
定
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
実
質
的
正
当
性
を
も
否
定
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
。
こ
の
よ

う
な
原
理
は
、G

oddard

 
      
主
席
裁
判
官
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
手
続

は
力
（pow

er

   
  
）
で
あ
り
、
手
続
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
者
は
、
手
続

に
よ
っ
て
結
果
を
不
公
正
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

の
認
識
に
基
づ
い
て
支
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

。

３
　
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
が
示
す
も
の

　
こ
の
よ
う
に
、
判
例
法
理
上
の
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
機
能
は
、
理
論
上
、

実
質
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
と
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
区
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
区
分
を
な
し
得
る
こ
と

は
、
二
つ
の
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
概
念
が
相
互
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
解
雇
の
実
質
的
理
由
と
解
雇
の
手
続
と
を
同
時
に

か
つ
相
関
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
点
に
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原

理
の
特
色
が
あ 

。

　
ま
た
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
解
雇
法
制

が
、
制
定
法
に
解
雇
を
さ
れ
な
い
権
利
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
解
雇
が
紛
争
処
理
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び

解
雇
の
救
済
は
紛
争
処
理
の
結
果
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
雇
用
を
保
護
し
得
る
制

度
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
記
一
及
び

二
１
参
照
）。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
の

要
件
充
足
如
何
を
判
断
す
る
こ
と
な
し
に
、
個
別
具
体
的
な
事
案
の
実

質
的
妥
当
性
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
判
断
を
可
能
と
す
る
も

（
　
）
５１る

（
　
）
５２る

一
三
八

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
正
当
性
を
欠
く
取
扱
い
を
受
け

た
労
働
者
に
救
済
を
与
え
る
た
め
の
理
論
的
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ

る
。

　
現
行
法
上
、
労
働
者
に
与
え
ら
れ
得
る
救
済
は
、
ａ
労
働
者
の
雇
用

継
続
の
利
益
を
最
も
重
視
し
た
原
職
復
帰
、
ｂ
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
重
視
し
た
得
べ
か
り
し
報

酬
相
当
額
の
補
償
、
ｃ
労
働
者
が
雇
用
を
喪
失
し
た
こ
と
に
伴
う
精
神

的
損
害
等
の
回
復
を
重
視
し
た
賠
償
金
に
大
別
さ
れ
る
（
現
行
法
一
二

三
条
）。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
を
抽
象
化
し
、
か
つ
簡
略
化
し
て
、
労

働
者
に
与
え
ら
れ
得
る
救
済
内
容
と
の
対
応
関
係
を
示
し
た
も
の
が
以

下
の
表
で
あ
る
。

　
表
に
示
さ
れ
た
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
雇
用
契
約
の
性
質
（
相
互

の
信
頼
な
い
し
信
用
を
要
す
る
継
続
的
な
関
係
）
を
前
提
と
し
つ
つ
、
労
使

の
現
実
の
非
対
等
性
に
鑑
み
て
、
解
雇
に
実
質
的
な
制
限
を
設
け
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
と
は
、
労
働

者
と
使
用
者
と
の
間
に
存
在
す
る
経
済
的
な
力
の
不
均
衡
が
ス
ト
レ
ー

ト
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
是
正
す
る
た
め
に
、
経
済
的
な
強
者
で
あ
る

使
用
者
が
具
体
的
に
な
し
得
た
配
慮
に
着
目
し
、
合
理
的
に
期
待
さ
れ

る
配
慮
が
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
た
解
雇
の
正
当
性
を
否
定
す
る
こ
と

で
、
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
救
済
内
容
を
導
く
た
め
の
理
論
的
根
拠
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
三
九

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）

典型的な
解雇理由

救済の付与手続的
フェアネス
の原理

実質的フェアネスの原理
救済可能な内容
（１ or more）救済可能性将来的関係維持

の可能性
信頼関係侵蝕
の程度

暴行 ・ 脅迫等の
重大な非行など

――――破壊
（ほとんど無）薄下記以外

薄高
（減）やや薄著しい不公正

意図的非行や
職場不適応など

賠償やや有下記以外
やや薄

中 補償／賠償有著しい不公正
一過性の
非行などConditionalConditionalConditional （５３）やや高

能力不足
など

原職復帰／
補償／賠償有下記以外

高低
Full （５４）有著しい不公正

（解雇理由の
不存在）Full有（判断不要）有

（影響なし）
整理解雇など

――下記以外
無 手続限定の賠償有不公正

賠償有著しい不公正

原職復帰／
補償／賠償有

合理的に期待
された手続の
違反

（有）



七
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
同
様
、
日
本
に
お
い
て
も
、
解
雇
の
有
効
・

無
効
を
判
断
す
る
実
質
的
な
基
準
は
、
も
っ
ぱ
ら
判
例
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
両
国
法
に
は
、
解
雇
一
般
に
関
し
て
従
わ
れ
る

べ
き
手
続
が
制
定
法
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

共
通
点
が
あ 

。

　
た
だ
し
、
日
本
に
お
い
て
、
フ
ェ
ア
な
い
し
フ
ェ
ア
ネ
ス
に
あ
た
る

概
念
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ 

。
ま
た
、
日
本
法
に
お
い
て
、

解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、

無
効
と
さ
れ
る
（
労
働
契
約
法
一
六
条
）
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
に

お
い
て
は
、
正
当
理
由
な
き
解
雇
が
制
定
法
上
の
紛
争
処
理
の
対
象
と

し
て
規
定
さ
れ
、
当
該
紛
争
処
理
の
結
果
に
応
じ
た
雇
用
の
保
護
が
、

紛
争
処
理
機
関
の
裁
量
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
両
国
法
理
に
は
こ
の

よ
う
な
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
解
雇
規
制
の
具
体
的
内
容
を
単

純
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
は
、
日
本
法
に
お
い

て
も
解
雇
の
有
効
・
無
効
を
判
断
す
る
際
の
基
準
と
な
り
得
る
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
実
質
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
の
対
象
と
な
る
労
使
相
互
の

信
頼
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
侵
蝕
如
何
が
解

雇
の
有
効
性
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

（
　
）
５５る

（
　
）
５６る

て
、
最
高
裁
は
、
弁
護
士
会
等
へ
の
中
傷
的
文
書
の
送
付
行
為
が
「
労

働
契
約
上
の
信
頼
関
係
」
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
理

由
に
、
普
通
解
雇
を
有
効
と
す
る
判
断
を
示
し
て
い 

。

　
第
二
に
、
当
事
者
の
将
来
的
な
関
係
維
持
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

日
本
法
に
お
い
て
も
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
解
雇
の
相
当

性
に
疑
念
を
も
た
ら
し
得
る
要
素
と
し
て
、
雇
用
の
維
持
に
対
す
る
使

用
者
の
努
力
や
配
慮
が
要
請
さ
れ
て
き
た
。
典
型
的
に
は
、
長
期
雇
用

下
の
正
規
従
業
員
の
能
力
不
足
を
理
由
と
す
る
解
雇
に
つ
き
、
長
期
勤

続
の
実
績
に
照
ら
し
て
、
単
に
成
績
が
不
良
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
が
企
業
経
営
に
支
障
を
生
ず
る
な
ど
し
て
企
業
か
ら
排
斥
す
べ
き
程

度
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
み
る
例
に
こ
の
要
請
が
現
れ
て
い

 

。
た
だ
し
、
能
力
不
足
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
あ
っ
て
も
、
職
務
が

特
定
さ
れ
た
高
給
の
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
高
度
の
能

力
を
前
提
と
し
て
中
途
採
用
さ
れ
た
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
能
力
不
足

が
判
明
し
た
場
合
に
解
雇
の
有
効
性
が
比
較
的
緩
や
か
に
認
め
ら
れ
る

傾
向
に
あ 

。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
労
使
双
方
の
利
益
の
均
衡
を
は

か
っ
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
よ
う

な
、
使
用
者
に
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
配
慮
が
解
雇
の
正
当
性
判
断
に

あ
た
り
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
り
得
る
こ
と
は
、
日
本
の
従
来
の
裁

判
例
に
お
い
て
、
解
雇
の
相
当
性
判
断
の
た
め
に
、
配
置
転
換
の
可
能

性
や
上
長
の
管
理
・
指
導
体
制
等
の
諸
事
情
が
具
体
的
に
認
定
さ
れ
、

（
　
）
５７る

（
　
）
５８る

（
　
）
５９る
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か
つ
こ
れ
ら
の
諸
事
情
が
解
雇
の
相
当
性
判
断
を
実
質
的
に
左
右
す
る

基
準
と
な
り
得
て
き
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ 

。

　
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

と
し
て
示
さ
れ
る
判
断
要
素
と
、
日
本
に
お
い
て
解
雇
の
有
効
・
無
効

を
判
断
す
る
際
の
判
断
要
素
に
は
、
一
定
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
点
を
手
が
か
り
に
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
を
参
照
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
日
本
の
解
雇
法
理
に
得
ら
れ
る
示
唆
を
探
る
。

　
１
　
解
雇
権
濫
用
法
理
へ
の
示
唆

　
日
本
で
は
、
近
年
の
雇
用
環
境
の
変
化
を
背
景
に
、
解
雇
制
限
の
正

当
化
根
拠
を
探
る
た
め
の
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い 

。
そ
し
て
、

解
雇
制
限
法
理
を
法
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
と
し
て
、

憲
法
の
社
会
権
規
定
な
ど
に
加
え
て
、
労
働
契
約
の
継
続
的
性
格
を
正

当
化
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い 

。
こ
の

見
解
は
、
継
続
的
契
約
関
係
に
お
い
て
は
継
続
性
原
理
が
認
め
ら
れ 

と
い
う
契
約
法
理
の
原
則
か
ら
解
雇
制
限
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
雇
用
環
境
が
変
化
し
た
と
し
て
も
こ
の
原
則
の
適
用
は
免
れ
な
い

と
し
た
点
に
そ
の
意
義
と
特
徴
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
一
方
で
労
働
者
の
退
職
の
自
由

を
認
め
つ
つ
他
方
で
な
ぜ
使
用
者
の
解
雇
権
だ
け
が
制
約
を
受
け
る
の

か
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
の
点
に
難
点
を
抱
え
て
し
ま
う
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、「
継
続
性
と
い
う
論
拠
が
、
労
働
者
に
対
し
て
は
解
約

（
　
）
６０る

（
　
）
６１る

（
　
）
６２る

（
　
）
６３る

権
の
根
拠
を
提
供
す
る
の
に
対
し
て
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
継
続
性
利

益
の
顧
慮
、
す
な
わ
ち
解
雇
の
制
限
を
課
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の

理
由
は
明
確
で
な
い
」
な
ど
の
疑
問
が
寄
せ
ら
れ 

。
そ
の
た
め
、
契

約
法
上
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
継
続
性
原
理
の
み
な
ら
ず
、
労
働
契

約
に
固
有
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
「
労
働
契
約
に
お
け
る
労
使
の
非
対

等
性
と
そ
の
是
正
の
要
請
」
を
合
わ
せ
て
示
す
見
解
が
示
さ
れ
る
に

至
っ
て
い 

。

　
そ
し
て
、
右
見
解
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
に
お
け
る
解
雇
の
有
効
・

無
効
を
判
断
す
る
原
則
と
し
て
「
最
後
の
手
段
の
原
則
」
と
「
期
待
可

能
性
の
原
則
」
と
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
手
段
の
原
則

と
は
、「
解
雇
は
、
使
用
者
の
一
方
的
意
思
表
示
に
よ
っ
て
労
働
者
に

失
業
と
い
う
脅
威
を
も
た
ら
す
た
め
、
単
に
債
務
不
履
行
等
の
事
実
が

存
在
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
が
雇
用
を
終
了
さ
せ
て
も
や
む
を

え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
」
原

則
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
要
件
と
し
て
、「
解
雇
回
避

の
努
力
を
す
る
こ
と
（
解
回
避
努
力
義
務
）」
が
含
ま
れ
る
。
一
方
、
期

待
可
能
性
の
原
則
と
は
、「
企
業
規
模
・
職
務
内
容
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
、
使
用
者
に
解
雇
回
避
措
置
を
期
待
す
る
こ
と
が
客
観
的
に

み
て
困
難
な
場
合
は
、
そ
れ
は
解
雇
の
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
な
い
」

原
則
と
し
て
示
さ
れ
て
い 

。

　
こ
の
よ
う
に
、
解
雇
権
濫
用
法
理
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
解
雇
回

避
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
の
説
明

（
　
）
６４た

（
　
）
６５る

（
　
）
６６る
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が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
解
雇
の
類
型
ご
と
に
要
求
さ
れ
る
解
雇

回
避
の
程
度
が
異
な
り
得
る
こ
と
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
案
に
応
じ
て
両
原
則
の
優
劣
を
ど
の
よ
う
に

し
て
衡
量
す
る
か
の
点
に
課
題
が
あ
る
も
の
と
考
え 

。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
事
案
ご
と
に
異
な
る

内
容
の
解
雇
回
避
措
置
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
参
照
し
得

る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
雇
用
契

約
の
性
質
（
相
互
の
信
頼
な
い
し
信
用
を
要
す
る
継
続
的
な
関
係
）
を
前
提

と
し
つ
つ
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
利
益
を
衡
量
し
た
結
果
（
相
互
の

信
頼
関
係
の
侵
蝕
程
度
及
び
将
来
的
な
関
係
継
続
如
何
）
に
基
づ
き
、
使
用

者
が
行
う
べ
き
配
慮
（
解
雇
回
避
措
置
）
が
個
別
具
体
的
に
導
か
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
案
に
応
じ
て
解
雇
回
避
の
程
度
が
異
な
る
こ
と

は
、
相
互
の
信
頼
関
係
の
侵
蝕
の
程
度
及
び
将
来
的
な
関
係
の
継
続
如

何
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
よ
り
一
般
的
に
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
解
雇
権
濫
用
の

判
断
に
お
い
て
判
例
が
示
し
て
き
た
個
々
の
考
慮
要
素
を
事
案
に
応
じ

て
整
序
す
る
た
め
の
考
え
方
と
し
て
、
日
本
法
に
対
す
る
示
唆
を
有
す

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
来
日
本
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
の
蓄
積
に
応
じ
て
、
個
々
の
解

雇
類
型
ご
と
に
特
徴
的
な
考
慮
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
が
権
利
濫
用
の
判
断
枠
組
み
の
中
で
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
う
い
っ
た
要
素
が
重
視
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明

（
　
）
６７る

ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
「
諸
般
の
事
情
の

総
合
勘
案
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
結
論
が
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁

判
規
範
あ
る
い
は
行
為
規
範
と
し
て
の
不
明
確
さ
が
残
っ
て
い
る
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い 

。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
参
照
し
得
る
考
え
方

の
一
つ
と
な
り
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に

基
づ
く
判
断
は
、
解
雇
権
濫
用
の
判
断
と
同
じ
く
、
事
案
に
特
徴
的
な

考
慮
要
素
を
総
合
的
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
要
素
を
一

つ
の
枠
組
み
に
お
い
て
均
等
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
の
信
頼

関
係
の
侵
蝕
の
程
度
及
び
将
来
的
な
雇
用
継
続
の
見
込
み
の
程
度
に
対

す
る
判
断
を
前
提
と
し
て
、
個
別
具
体
的
に
定
立
さ
れ
る
行
為
準
則

（
使
用
者
に
公
正
か
つ
合
理
的
に
期
待
さ
れ
得
た
配
慮
）
と
の
適
合
性
を
、
相

関
的
に
評
価
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
評
価
を
要
す
る
行
為
の
具
体
的
内

容
が
解
雇
の
実
質
的
側
面
（
解
雇
理
由
の
重
大
性
）
に
応
じ
て
示
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
す
べ
て
の
考
慮
要
素
を
均
等
に
総
合
評
価
す
る
必
要
が

な
く
な
る
。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
使
用
者
の
配
慮
と
し
て
要
求
さ

れ
る
個
々
の
評
価
要
素
を
整
序
す
る
に
あ
た
り
、
参
照
し
得
る
可
能
性

を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
２
　
不
法
行
為
と
し
て
の
解
雇
へ
の
示
唆

　
日
本
法
に
お
い
て
は
、
違
法
な
解
雇
を
不
法
行
為
と
構
成
し
て
損
害

（
　
）
６８る
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賠
償
だ
け
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ 

。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が

解
雇
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
権
利
の
侵
害
又
は
違
法
性
が
認
め
ら

れ
る
場
合
、
労
働
者
は
、
使
用
者
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
を
予
見
し
回
避
す
る
義
務
の
懈
怠
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
、

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き 

。
不
法
解
雇
と
相
当
因
果
関
係

の
あ
る
損
害
の
範
囲
に
つ
い
て
、
精
神
的
損
害
に
応
じ
た
慰
謝
料
及
び

弁
護
士
費
用
を
含
み
得
る
こ
と
に
異
論
は
な
い 

、
不
法
行
為
に
該
当

す
る
違
法
な
解
雇
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
と
し
て
、
得
べ
か
り

し
賃
金
相
当
額
の
損
害
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な 

。

　
こ
の
点
を
否
定
す
る
裁
判
例
は
、
解
雇
が
違
法
な
も
の
で
無
効
と
解

さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
間
の
雇
用
関
係
は
未
だ
存
続
し
て
い
る
か
ら
、

労
働
者
に
労
務
提
供
の
意
思
が
あ
る
限
り
賃
金
請
求
権
は
失
わ
れ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
契
約
上
の
賃
金
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
賃
金
の
喪
失
分
を
不
法
行
為
と

相
当
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
と
解
す
る
理
由
は
な
い
こ 

、
あ
る
い

は
、
使
用
者
の
解
雇
の
意
思
表
示
を
労
働
者
が
否
定
し
な
い
こ
と
は
差

し
支
え
な
く
、
そ
の
場
合
に
解
雇
は
有
効
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

 

、
を
理
由
に
挙
げ
て
い 

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
具
体
的
な
事
案
の
適
切
な
解
決
の
た
め
に
、

得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
使
用
者
の
違
法
な
解
雇
と
相
当
因
果
関
係

の
あ
る
損
害
と
し
て
肯
定
す
る
例
も
存
在
す 

。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五

（
　
）
６９る

（
　
）
７０る

（
　
）
７１が

（
　
）
７２る

（
　
）
７３と

（
　
）
７４と

（
　
）
７５る

（
　
）
７６る

年
に
名
古
屋
高
裁
は
、
労
働
者
に
原
職
復
帰
の
意
思
が
な
く
、
地
位
確

認
の
訴
え
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
本
件
解
雇
理
由
は

社
会
的
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
認
定
し
つ
つ
、
使
用
者
が
本

件
解
雇
理
由
を
合
理
的
な
も
の
と
誤
信
し
、
漫
然
と
解
雇
を
行
っ
た
こ

と
は
不
法
行
為
に
該
当
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
不
法
行
為
と
相
当
因

果
関
係
の
あ
る
損
害
額
と
し
て
得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
の
三
か
月
分

に
相
当
す
る
額
を
認
定
し
て
い 

。

　
こ
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
解
雇
が
行

わ
れ
た
と
き
に
得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
不
法
行
為
と
相
当
因
果
関

係
の
あ
る
損
害
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
参
照
し
得
る
考
え
方
と

な
り
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理

は
、
ａ
労
働
者
の
雇
用
継
続
の
利
益
を
最
も
重
視
し
た
原
職
復
帰
、
ｂ

労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
重

視
し
た
得
べ
か
り
し
報
酬
相
当
額
の
補
償
、
又
は
ｃ
労
働
者
が
雇
用
を

喪
失
し
た
こ
と
に
伴
う
精
神
的
損
害
等
の
回
復
を
重
視
し
た
賠
償
金
の

い
ず
れ
を
救
済
と
し
て
与
え
る
か
を
判
断
す
る
た
め
の
理
論
的
根
拠
と

し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
救
済
の
可
能
性
及
び
そ
の
内
容
は
、
解
雇
の
実

質
的
側
面
と
手
続
的
側
面
と
を
相
関
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
。

　
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
右
ａ
又
は
ｂ
の
救
済
が
与
え
ら
れ

る
場
合
、
解
雇
後
の
労
働
者
は
、
雇
用
継
続
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

（
　
）
７７る

一
四
三

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き 

。
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
日
本
法
に
お

い
て
得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
不
法
行
為
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る

損
害
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
考
え

方
と
し
て
参
照
し
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

八
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
解
雇
法
理
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の

原
理
の
特
色
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
原
理
が
い
か
に
し
て
形
成
さ

れ
、
解
雇
法
理
の
特
色
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。

こ
れ
ら
の
考
察
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の

原
理
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
結
果
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
は
、
解
雇
権
濫
用
法
理
の
内
容

を
よ
り
具
体
化
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
又
は
違
法
な
解
雇
と

相
当
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
を
判
断
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
、
参

照
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
示
唆
を
得
た
。
そ
し
て
、
こ
の
示
唆
に

基
づ
き
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
と
の
比
較
を
踏
ま
え
た
日
本
の
解
雇

法
理
へ
の
提
言
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
続
け
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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S
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ZILR

     
                     
     

873
(LC,15

D
ec
1987).

             
          
本
件
で
は
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
に
お
い
て
、

随
時
、
労
働
者
の
能
力
に
関
す
る
問
題
点
が
話
し
合
わ
れ
て
お
り
、
適
切
な
訓

練
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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（
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   ,Trotterv
Telecom

Corporation
ofN

                   
                 

ew
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note
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als

       o  
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Forum
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v
N
Z
M
erchan
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G
uild
IU
O
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[1991]3
ERN
Z
1035

(EC,19
D
ec
1991)

            
                
        .Colgan

        
裁
判
官
は
、
労
働
者
の
不

満
足
な
職
務
遂
行
が
問
題
と
な
る
場
合
に
解
雇
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、

労
働
者
の
職
務
遂
行
に
関
す
る
明
白
な
助
言
、
改
善
の
機
会
、
与
え
ら
れ
た
評

価
に
労
働
者
が
反
論
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
、
本
件

に
お
い
て
不
満
足
な
職
務
遂
行
の
責
任
が
労
働
者
に
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
て
解
雇
の
正
当
性
を
否
定
し
た
。

（
６
）N

Z
M
eat
Processors,

Packers
etc
IU
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W
v
Prestige

M
eats

Ltd
[1988]

 
             
                

N
ZILR

1173
(LC,8

Jun
1988).Palm

er

 
                                
  
裁
判
官
は
、
被
告
会
社
に
雇
用
さ
れ
た

者
に
は
、
解
雇
時
に
公
正
か
つ
合
理
的
な
取
扱
い
を
受
け
る
べ
き
こ
と
が
雇
用

契
約
上
の
黙
示
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
。Id

 
 ,at1179.

          

（
７
）Felm

an
v
Q
uality

Transfer&
Labels

 
    
      
                 
        Ltd

[2004]2
ERN
Z
290
(EC,1

N
ov

                
              
   

2004).Shaw

           

裁
判
官
は
、
本
件
事
業
場
が
少
人
数
で
緊
密
な
人
間
関
係
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
労
働
者
の
独
善
的
な
態
度
を
理
由
と
し
た
解
雇
の

一
四
四

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



正
当
性
を
肯
定
し
た
。
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８
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D
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1983).

        
         
          
          
同
判
決
でCastle

 
     
裁
判
官
は
、
こ
の
よ

う
な
一
般
論
は
、
労
働
義
務
を
履
行
で
き
な
く
な
っ
た
労
働
者
が
長
期
雇
用
者

で
あ
る
と
き
に
、
と
り
わ
け
よ
く
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
傷
病
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
正
当
性
が
肯
定
さ
れ
た
例
と
し
て
、see,

 
    

e.   g  .,H
oskin

v
CoastalFish

Supplies
Lt

    
                                d

[1985]
A
CJ
124
(A
rb
C,20

M
ay

          
         
          
   

1985).

       
本
件
で
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
は
鮮
魚
店
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
公
衆

衛
生
上
問
題
の
あ
る
疾
病
に
罹
患
し
た
と
こ
ろ
、
厚
生
省
か
ら
使
用
者
に
対

し
、
地
方
担
当
局
に
よ
る
許
可
が
あ
る
ま
で
の
間
無
期
限
で
当
該
労
働
者
の
職

場
復
帰
を
禁
止
す
る
通
達
が
発
さ
れ
て
い
た
。
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O
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          See
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Ltd

          

[1992]1
ERN
Z
111
(EC,5

Feb
1992).

            
                        
傷
病
に
よ
り
欠
勤
が
続
い
た
労
働
者
が

勤
務
成
績
不
良
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
が
、
そ
の
旨
の
警
告
を
欠
く
た
め
に
正

当
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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H
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１６
（
　
） 

同
旨
の
言
及
を
し
た
も
の
と
し
て
、see,e.g

 
       .,A

orakiCorporation
Ltd
v

    
                        

１７M
cG
avin

[1998]3
N
ZLR

276
(CA
,15
M
a

 
  
               
           
      
 y

1998),at273-274

                   .  

（
　
） G

N
H
ale
&
Son
Ltd
v
W
ellington,etc

 
  
  
     
            
              ,Caretakers,etc

IU
W
[1991]

1

                    
 
          

１８N
ZLR

151
(CA
,11
Sep
1990),at155.

 
           
                        
人
員
整
理
の
真
正
性
が
疑
わ
し
い
と
さ

れ
た
例
と
し
て
、see

 
  

Bancorp
H
oldingsLtd

v
N
odder,unre

          
               
           ported,A

C
105/99

         
         

(EC,10
D
ec
1999).

         
          
な
お
、
同
事
件
に
お
い
てG

oddard

 
      
主
席
裁
判
官
は
、
人
員

整
理
の
真
正
性
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
「
再
建
の
理
由
を
論
証
す
る
重
要
な
文

書
の
痕
跡
（trail

     
）
又
は
他
の
信
頼
で
き
る
理
由
を
示
し
得
た
」
場
合
に
は
、
よ

り
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
　
）A

orakiCorporation
Ltd
v
M
cG
avin

(C

 
 
                         
  
       A

),

 
   supra

     

note
17,at294.

                 

１９
（
　
） 

労
働
省
が
行
っ
た
二
〇
〇
一
年
調
査
（D

epartm
entofLabour,

 
      
               ERA

Info:

          

２０The
Reporton

Em
ploym

entRelations
i

                
     
               n

N
ew
Zealan

   
  
       d  ,Vol.3,Em

ploym
ent

   
         
     
    

Relations
Service,A

pr2001

                    
       
）
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
と
さ
れ
た
一
、
四
二
七

の
集
団
的
雇
用
契
約
（collective

agreem
ent

                 
   
）
の
う
ち
、
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
が

人
員
整
理
に
関
す
る
何
ら
か
の
定
め
を
設
け
て
お
り
、
う
ち
一
四
パ
ー
セ
ン
ト

が
協
議
に
関
す
る
条
項
を
置
い
て
い
た
（Id   .,pp

10-11

           
）。

（
　
） A

orakiCorporation

 
                 
事
件
判
決
に
お
い
て
控
訴
裁
判
所
が
判
例
を
変
更
す
る
ま

２１
で
、
整
理
解
雇
対
象
者
と
事
前
協
議
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
整
理
解
雇
を
直
ち

に
正
当
で
な
い
も
の
と
評
価
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、Brighouse

Ltd
v
Bilderbeck

[1995]1
 
                                   N

ZLR
158
(CA
,10
O
ct1994),at

 
           
      
             

166-167

       
に
お
い
て
控
訴
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
人
員
整
理
の
対
象
労
働
者
と
の

協
議
等
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
整
理
解
雇
は
正
当
と
認
め
ら
れ
ず
、
裁
判
所

一
四
五

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



等
は
そ
の
裁
量
の
範
囲
内
で
「
雇
用
の
喪
失
に
対
す
る
補
償
」（com

pensation

   
          

forthe
lossofem

ploym
ent

                  
     
   
）
を
含
む
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
判

断
を
示
し
て
い
た
。

（
　
）A

orakiCorporation
Ltd
v
M
cG
avin

(C

 
 
                         
  
       A

),

 
   supra

     

note
17,at294.

                  

２２
（
　
） Id   .,at300.

           
た
だ
し
、
被
解
雇
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
余
剰
と
な
っ
た
理
由
な
ど

２３
人
員
整
理
に
関
す
る
情
報
を
事
前
に
与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
公
正
な
取
扱
い
で

な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
、
手
続
の
不
公
正
に
応
じ
た
救
済
が
与
え
ら
れ
る
べ
き

と
結
論
し
た
。Ibid.
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D
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た
だ
し
、A
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v
N
ew
Zealand

 
                        
  
         Public

       

２７Service
A
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Inc
[2003]2

ERN

         
                           

Z
386
(CA
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D
ec
2003),para

[22

         
      
                  ]  

に
お
い
て
、
控
訴
裁
判
所
は
、Coutts

Cars

 
          
事
件
判
決
が
す
べ
て
の
事
情
に
照

ら
し
た
現
行
法
上
の
誠
実
義
務
概
念
を
包
括
的
に
説
明
し
た
も
の
と
解
す
べ
き

で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
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）The

Com
m
entary

of
the
Em
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ent
Re
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Law
Reform

Bill
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t

  
      
                          
  he

Transportand
IndustrialRelation

                                    s   
Com
m
ittee,p
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          .  

（
　
） 

た
だ
し
、
本
条
違
反
に
は
罰
則
等
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
効
性
は
疑

２９
問
視
さ
れ
て
い
る
。See

 
  

G
ordon

A
nderson,John

H
ughes,M
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and
PaulRoth,
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entLaw
G
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th   ed.,LexisN
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N
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Ltd,2005,p
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（
　
） 

法
四
条
一
Ａ
項
に
よ
っ
て
、
使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
し
て
人
員
整
理
に
関

３０
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
コ
メ
ン
ト
す
る
権
利
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
の
実
現
は
協
議
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
法
第

六
章
Ａ
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
事
業
の
売
却
や
譲
渡
を
す
る
場
合
又
は
労
働

者
の
役
務
を
下
請
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
態
様

を
と
る
人
員
整
理
の
状
況
下
で
こ
れ
ら
の
手
続
が
当
然
に
要
請
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
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,24
Sep
1992)

 
           
              .  

（
　
） See

    A
nderson

etal.,

 
                supra

     

note
29,p

778.

                 

３２
（
　
）A

orakiCorporation
Ltd
v
M
cG
avin

(C

 
 
                         
  
       A

),

 
   supra

     

note
17,at294.

                 

３３
（
　
）N

ew
Zealand

Fasteners
Stainless

Ltd

 
 
  
                                

v
Thw
aites

[2000]
2
N
ZLR

565

      
                
        

３４(CA
,17
M
ay
2000).

   
      
          

（
　
）N

ew
Zealand

Fasteners
Stainless

Ltd

 
 
  
                                

v
Thw
aites

[1998]
3
ERN
Z
894

      
                  
      

３５(EC,1
D
ec
1998)

        
        .  

（
　
）M

cK
echnie

Pacific
(N
Z)Ltd

v
Clem

ow

 
 
  
                 
             
  

[1998]3
ERN
Z
245
(CA
,22
O
ct

             
         
      
   

３６1998),at251.

               
同
事
件
に
お
い
て
控
訴
裁
判
所
は
、「
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
社
秘
書

が
も
は
や
必
要
な
い
状
況
下
で
、
公
正
な
使
用
者
は
配
置
転
換
を
考
察
す
べ
き

で
あ
る
。
…
…
労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
他
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
同
社
の
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
会
社
に
実
際
に
存
在
す
る
場
合
は
、
剰
員
が

生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
人
員
整
理
の
事
情
は
存
在
し
な
い
」
と
指
摘

し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。

（
　
）N

ew
Zealand

Fasteners
Stainless

Ltd

 
 
  
                                

v
Thw
aites

(CA
),

      
         
   supra

     

note
34,

          

３７para
[23].

           

（
　
） Id   .,para

[24]

            .  

３８
（
　
） Id   .,para

[26]

            .  

３９
（
　
） Id   .,para

[27].
              

４０
（
　
）N

Z
Building

Trades
U
nion

v
H
aw
kes
B

 
 
                   
        
  
     ay

A
rea
H
ealth

Board
[1992]

2

    
     
                     

４１ERN
Z
897
(EC,23

Jul1992),at913.

   
                                 
選
考
基
準
の
決
定
及
び
適
用
に
関
し
て

一
四
六

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



は
、see

als

 
      o  

D
un

  
  n

v
M
ethanex

N
ew
Zealand

Ltd
[1996]

     
         
  
                    2

ERN
Z
222
(EC,

     
           

22
Jul1996)

and
Ross

v
W
ellington

F
                         
           ree

A
m
bulance

Service
Inc
[2000]

1

     
 
                             

ERN
Z
643
(EC,3

A
ug
2000).

   
              
          
な
お
、
選
考
基
準
の
適
用
が
差
別
的
に
行
わ
れ

た
こ
と
に
よ
り
整
理
解
雇
の
正
当
性
が
否
定
さ
れ
た
例
と
し
て
、see

 
  

N
elson

  
      

Tim
ber
Industry

Em
ployee

   
               
       

’
s
IU
O
W
v
D
onnelly

M
illing

Com
pany

Lt

    
 
 
    
         
          
       d   

[1984]A
CJ
161
(A
rb
C,27

M
ar1984)

        
         
          
        .  

（
　
）Coutts

Cars
Ltd
v
Baguley

(CA
),

 
                             
   supra

      note
24,para

[49].

                    See
also

        

ED
S

   
  

４２(N
ew
Zealand)

Ltd
v
Shaddox

[2004]
1

  
  
                                

ERN
Z
497
(EC,

24
Jun
2004).

    
                         

G
oddard

 
      
主
席
裁
判
官
は
、
一
部
の
選
考
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
本
件

選
考
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
現
行
法
四
条
に
定
め
ら
れ
た
誠
実
交
渉
義
務
に
反

す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。Id
 
 .,para

[28].
             

（
　
）Stevenson

v
ChiefExecutive

ofThe

 
                                   A

uckland
U
niversity

ofTechnology
 
         
                        

４３(form
erly

The
A
uckland

Institute
of

     
          
                     Technology),
unreported,

A
C
68/01

                          
        

(EC,17
O
ct2001)

         
        .  

（
　
） See,e.

       g  .,M
acLeod

v
Spinax

M
otors

Ltd
[1988

    
                 
               ]N

ZILR
253
(LC,29

M
ar

   
                  
   

４４1988).

       

（
　
）A

piata
v
Telecom

N
ew
Zealand

Ltd
[1

 
 
               
  
  
               998]

2
ERN
Z
130
(EC,

28
O
ct

          
               
   

４５1997).

       

（
　
）G

ee
v
K
insm
en
G
roup

(1986)
Ltd
[198

 
 
      
    
    
                    9]

3
N
ZILR

647
(LC,

18
D
ec

      
                  
   

４６1989).

       
本
件
労
働
者
は
解
雇
の
三
週
間
後
に
再
雇
用
さ
れ
た
。See

also

 
        

U
nkovich

v
A
ir
N
ew
Zealand

Ltd
[1993

 
           
    
  
                  ]

1
ERN
Z
526
(Full

EC,
1
Jun

       
                      

1993).

       
同
事
件
で
は
、
被
解
雇
者
に
対
す
る
六
週
間
前
の
予
告
の
前
に
労
働
組

合
に
対
す
る
予
告
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
使
用
者
は
予
告
の
代
わ
り
に
予

告
手
当
を
支
払
い
、
労
働
組
合
へ
の
予
告
は
被
解
雇
者
へ
の
予
告
の
一
五
分
前

に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
解
雇
の
正
当
性
は
否
定
さ
れ
た
。

（
　
）Scottv

W
ellington

College
ofEduca

 
         
                          tion,unreported,W

EC
1/98

(EC,13

                   
                

４７
Feb
1998)

         .  

（
　
） 

解
雇
の
正
当
性
が
、
労
使
の
利
益
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る

４８
こ
と
（considering

and
balancing

the
intere

                                    sts
ofw
orkerand

em
ployer

        
            
      
）
は

判
例
で
あ
る
。See,

e.

 
      g  .,

Telecom
South

Ltd
v
Post

O
ffice

U

          
                   
       

nion
(Inc)

           

[1992]1
N
ZLR

275
(CA
,26
Jun
1991),

          
           
               at285.

         

（
　
）Paul

Roth,

 
           “Editorial:

The
Poverty

of
Fairness

i

                                    n
Em
ploym

ent
Law

    
     
       
 ”  

４９[2001]ELB
85
(2001),p

87.

                            
前
記
二
で
述
べ
た
通
り
、Roth

 
   
博
士
の
論
述
は
、

W
&
H
N
ew
spapers

 
  
  
  
  
        
事
件
判
決
（W

&
H
N
ew
spapers

Ltd
v
O
ram
[2001]3

 
  
  
  
  
               
   
          

N
ZLR

29
(CA
,3
M
ay
2001)

 
          
     
        
）
に
対
す
る
批
判
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
判
例
法
理
に
示
さ
れ

て
き
た
実
質
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
に
従
う
べ
き
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（
　
） Id   .,p

86.

         

５０
（
　
）D

rum
m
ond
v
Coca-Cola

Bottlers
N
Z
[1

 
 
   
 
                          
    995]

2
ERN
Z
229
(EC,29

A
ug

          
               
   

５１1995),at232-233

                 .  

（
　
） See

   

N
elson

A
ir
Ltd
v
N
ew
Zealand

A
irlin

  
       
          
  
          
     e

Pilots
A
ssociation

[1994]
2

          
                    

５２ERN
Z
665
(CA
,16
D
ec
1994),at668

   
         
      
                .  

（
　
） 

表
中
の “Conditional

            

”

は
、
手
続
的
フ
ェ
ア
ネ
ス
に
か
か
る
点
の
評
価
結
果
に

５３
よ
っ
て
、
全
体
の
結
果
（
救
済
の
内
容
）
が
幾
通
り
に
も
異
な
り
得
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

（
　
） 

表
中
の “Full

     

”

は
、
制
定
法
に
定
め
ら
れ
た
救
済
の
す
べ
て
を
受
け
得
る
こ
と

５４
を
意
味
し
て
い
る
。

（
　
） 

日
本
法
に
つ
い
て
、
山
川
隆
一
「
日
本
の
解
雇
法
制
―
歴
史
･比
較
法
･現
代

５５
的
課
題
」
大
竹
文
雄
＝
大
内
伸
哉
＝
山
川
隆
一
編
・
解
雇
法
制
を
考
え
る
―
法
学

と
経
済
学
の
視
点
〔
増
補
版
〕（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
　
） 

谷
口
安
平
「
民
事
裁
判
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
」
谷
口
安
平
＝
坂
元
和
夫
編
著
・
裁
判

５６
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
八
年
）
一
四
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、

一
四
七

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
を
雇
用
関
係
を
司
る
「
法
の
根
元
に
あ
る
」
も
の
と
し
て

積
極
的
に
認
め
た
例
も
存
在
す
る
。
第
一
交
通
産
業
（
佐
野
第
一
交
通
）
仮
処

分
保
全
抗
告
事
件
・
大
阪
高
決
平
一
七
・
三
・
三
〇
労
判
八
九
六
号
六
四
頁
に
お

い
て
は
、「
法
人
格
が
違
法
に
濫
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
人
格
を
異
に
す
る
と

い
う
形
式
的
理
由
の
み
で
親
会
社
が
雇
用
契
約
上
何
ら
の
責
任
を
負
わ
な
い
と

す
る
こ
と
は
、
法
の
根
元
に
あ
る
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
精
神
に
反
す
る
」
と
の
一
般

論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
　
） 

学
校
法
人
敬
愛
学
園
（
国
学
館
高
校
）
事
件
・
最
一
小
判
平
六
・
九
・
八
労
判

５７
六
五
七
号
一
二
頁
。
学
説
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、「
解
雇
権
の
制
約
の
契
機

は
、
使
用
者
の
雇
用
の
維
持
に
関
す
る
信
義
則
上
の
配
慮
義
務
が
、
当
該
労
働

契
約
関
係
の
も
と
で
い
か
な
る
範
囲
と
程
度
で
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
を
中
心
と

し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」（
野
川
忍
「
解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
」

日
本
労
働
法
学
会
編
・
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
４
労
働
契
約
（
有
斐
閣
、
二
〇

〇
〇
年
）
一
七
三
頁
参
照
）
な
ど
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
　
） 

エ
ー
ス
損
害
保
険
事
件
・
東
京
地
決
平
一
三
・
八
・
一
〇
労
判
八
二
〇
号
七
四

５８
頁
な
ど
参
照
。
な
お
、
普
通
解
雇
法
理
に
お
け
る
判
断
要
素
整
序
の
視
点
を
示

し
た
根
本
到
「
解
雇
事
由
の
類
型
化
と
解
雇
権
濫
用
の
判
断
基
準
―
普
通
解
雇

法
理
の
検
討
を
中
心
と
し
て
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）

五
八
頁
に
お
い
て
は
、
普
通
解
雇
の
場
合
、「
整
理
解
雇
と
異
な
り
、
労
働
者
の

選
択
基
準
や
集
団
的
な
手
続
き
な
ど
が
問
題
と
な
る
契
機
が
な
く
、
債
務
不
履

行
や
履
行
不
能
な
ど
労
働
契
約
の
存
続
を
危
殆
化
す
る
よ
う
な
解
雇
事
由
が
存

す
る
か
が
必
然
的
に
決
定
的
な
基
準
と
な
る
」
旨
を
指
摘
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
解

雇
の
客
観
的
で
合
理
的
理
由
」
の
判
断
と
「
解
雇
の
社
会
的
相
当
性
」
の
判
断

と
を
分
類
す
る
こ
と
が
「
大
き
な
意
義
を
持
つ
」
と
示
唆
し
て
い
る
。

（
　
） 

フ
ォ
ー
ド
自
動
車
（
日
本
）
事
件
・
東
京
高
判
昭
五
九
・
三
・
三
〇
労
民
集
三

５９
五
巻
二
号
一
四
〇
頁
な
ど
参
照
。

（
　
） 

野
田
進
「
解
雇
（
付
・
労
基
法
一
九
・
二
〇
条
）」
日
本
労
働
法
学
会
編
・
現

６０
代
労
働
法
講
座
引
労
働
契
約
・
就
業
規
則
（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）

二
一
三
頁
。

（
　
） 

解
雇
制
限
の
規
範
的
根
拠
に
関
す
る
議
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
根
本
到

６１
「
解
雇
制
限
の
法
的
正
当
性
（
上
）」
労
働
法
律
旬
報
一
五
四
〇
号
（
二
〇
〇
二

年
）
三
七
頁
～
三
八
頁
を
参
照
。
本
文
で
紹
介
し
た
見
解
の
ほ
か
に
も
、
解
雇

に
よ
っ
て
人
格
的
侵
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
点
や
、
解
雇
の
脅
威
が
人
格
的
従
属

を
強
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
労
働
者
の
利
益
を
尊
重
す
べ
き
配
慮
義
務
に
基

づ
き
解
雇
は
制
限
さ
れ
る
と
解
す
る
見
解
（
村
中
孝
史
「
日
本
的
雇
用
慣
行
の

変
更
と
解
雇
制
限
法
理
」
民
商
法
雑
誌
一
一
九
号
四
・
五
号
（
一
九
九
九
年
）
六

〇
五
頁
以
下
参
照
）、
解
雇
は
企
業
の
視
点
か
ら
正
当
化
を
要
す
る
と
し
て
企
業

利
益
を
考
慮
し
た
解
雇
法
理
の
必
要
性
を
主
張
し
た
見
解
（
野
田
進
「
解
雇
法

理
に
お
け
る
『
企
業
』」
法
政
研
究
六
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）
九
二
六
頁
以

下
参
照
）、
使
用
者
の
契
約
締
結
目
的
が
事
業
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
解
雇
制
限

の
根
拠
を
事
業
の
必
要
性
な
い
し
そ
れ
に
伴
う
使
用
者
の
社
会
的
責
任
に
求
め

る
見
解
（
本
久
洋
一
「
解
雇
制
限
の
規
範
的
根
拠
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
九

号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
頁
以
下
参
照
）、
憲
法
二
七
条
一
項
の
労
働
権
を
根
拠

に
信
義
則
上
の
雇
用
保
障
義
務
を
使
用
者
に
対
し
て
課
す
と
い
う
見
解
（
川
口

美
貴
「
雇
用
構
造
の
変
容
と
雇
用
保
障
義
務
」
日
本
労
働
法
学
会
編
・
講
座
二
一

世
紀
の
労
働
法
４
労
働
契
約
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
二
頁
以
下
、
同

「
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
規
制
法
理
の
再
構
成
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
八

号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
九
頁
以
下
参
照
）
な
ど
が
示
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の

見
解
も
、
解
雇
法
制
の
意
義
を
規
範
的
な
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
説
得
力
の
あ
る
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
　
） 

土
田
道
夫
「
解
雇
権
濫
用
法
理
の
正
当
性
―
『
解
雇
に
は
合
理
的
理
由
が
必

６２
要
』
に
合
理
的
理
由
は
あ
る
か
？
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
九
一
号
（
二
〇
〇

一
四
八

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



一
年
）
一
一
頁
参
照
。

（
　
） 

内
田
貴
・
契
約
の
時
代
―
日
本
社
会
と
契
約
法
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）

６３
二
四
四
頁
以
下
参
照
。
そ
の
普
遍
性
を
示
す
例
と
し
て
、
私
法
統
一
国
際
協
会

の
一
九
九
四
年
国
際
商
事
契
約
原
則
に
お
け
る
契
約
維
持
の
原
則
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
る
。

（
　
） 

根
本
・
前
掲
注
（
　
）
三
七
頁
参
照
。

６４

６１

（
　
） 

土
田
道
夫
「
解
雇
権
濫
用
法
理
の
正
当
性
―
『
解
雇
に
は
合
理
的
理
由
が
必

６５
要
』
に
合
理
的
理
由
は
あ
る
か
？
」
大
竹
文
雄
＝
大
内
伸
哉
＝
山
川
隆
一
編
・
解

雇
法
制
を
考
え
る
―
法
学
と
経
済
学
の
視
点
〔
増
補
版
〕（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇

四
年
）
一
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
　
） 

以
上
に
つ
き
、
土
田
・
前
掲
注
（
　
）
九
三
頁
参
照
。

６６

６５

（
　
） 

な
お
、
土
田
教
授
が
示
し
た
原
則
と
ほ
ぼ
同
様
の
原
則
の
存
在
を
指
摘
し
た

６７
も
の
と
し
て
、
根
本
教
授
の
二
つ
の
論
稿
が
あ
る
。
同
教
授
は
、「
解
雇
法
理
に

お
け
る
『
最
後
的
手
段
の
原
則
（ultim

a
ratio

G
rundsatz

     
         
        
）』
と
『
将
来
予
測
の

原
則
（Prognoseprinzip

               
）』
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
の
紹
介
と
検
討
」
日
本

労
働
法
学
会
誌
九
四
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
六
頁
以
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ

法
上
の
解
雇
制
限
原
則
で
あ
る
「
最
後
的
手
段
の
原
則
」（
解
雇
は
最
後
的
手
段

で
あ
る
た
め
、
使
用
者
は
何
ら
か
の
解
雇
回
避
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
及
び
「
将
来
予
測
の
原
則
」（
解
雇
は
制
裁
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
過
去
の
事
情
を
も
と
に
労
働
関
係
存
続
の
将
来
的
な
予
測
が
で
き
な
い
と

き
に
正
当
化
さ
れ
る
）
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
原
則
が
「
継
続
的
契
約
関

係
に
お
け
る
解
雇
権
と
い
う
権
利
に
内
在
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
・
前
掲
注
（
　
）
五
九
頁
以
下
に

５８

お
い
て
、「
最
後
的
手
段
の
原
則
」
は
「
解
雇
権
と
い
う
、
継
続
的
契
約
関
係
の

他
方
当
事
者
の
利
益
に
必
然
的
に
影
響
を
与
え
る
契
約
解
消
型
形
成
権
に
伴
っ

て
課
さ
れ
る
必
然
的
な
要
請
（
他
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
故
に
目
的
と
手
段
が

均
衡
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
）」
と
指
摘
し
、「
将
来
予
測
の
原
則
」
は
「
継

続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
契
約
の
解
消
手
段
と
し
て
の
『
解
雇
』
…
…
の
目
的

は
契
約
関
係
が
何
ら
か
の
事
情
で
破
綻
し
て
い
る
た
め
、
将
来
に
向
け
て
継
続

的
契
約
関
係
を
解
消
す
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
…
…
解
雇
事
由
が
現
に

客
観
的
に
存
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
お
い
て
も
そ
の
事
由
が
継
続
す

る
こ
と
が
解
雇
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
的
な
要
求
で
あ
（
り
）

…
…
、
解
雇
権
濫
用
法
理
に
お
い
て
普
遍
的
に
求
め
ら
れ
る
法
原
則
」
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
　
） 

根
本
・
前
掲
注
（
　
）
五
六
頁
参
照
。

６８

５８

（
　
） 

本
久
洋
一
「
違
法
解
雇
の
効
果
」
日
本
労
働
法
学
会
編
・
講
座
二
一
世
紀
の
労

６９
働
法
４
労
働
契
約
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
九
頁
、
東
京
大
学
労
働
法

研
究
会
編
・
注
釈
労
働
基
準
法
上
巻
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
三
四
二
頁
〔
野

田
進
〕。

（
　
） 

東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
　
）
三
四
二
頁
〔
野
田
〕。

７０

６９

（
　
） 

小
西
國
友
・
解
雇
と
労
働
契
約
の
終
了
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
八
八
頁
。

７１
同
旨
、
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
一
頁
、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
注

６９

（
　
）
三
四
二
頁
〔
野
田
〕。

６９

（
　
） 

山
川
隆
一
・
雇
用
関
係
法
〔
第
三
版
〕（
新
世
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
八
頁

７２
な
ど
参
照
。
こ
の
点
を
肯
定
す
る
学
説
と
し
て
、
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
〇

６９

頁
～
二
一
一
頁
、
小
宮
文
人
「
雇
用
終
了
に
お
け
る
労
働
者
保
護
の
再
検
討
―

解
雇
規
制
の
実
質
化
の
た
め
に
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）

四
二
頁
参
照
。

（
　
） 

吉
村
な
ど
事
件
・
東
京
地
判
平
四
・
九
・
二
八
労
判
六
一
七
号
三
一
頁
参
照
。

７３
（
　
） 

わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
二
・
六
・
三
〇
労
判
七
九
三
号
四
九

７４
頁
参
照
。
た
だ
し
、
本
件
控
訴
審
大
阪
高
判
平
一
三
・
三
・
六
労
判
八
一
八
号
七

三
頁
は
、
原
審
判
断
を
覆
し
て
六
か
月
分
の
賃
金
に
相
当
す
る
額
の
損
害
が
生

一
四
九

解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）



じ
た
と
認
定
し
て
い
る
。

（
　
） 

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
対
し
、
学
説
に
は
、「
使
用
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
こ

７５
そ
労
働
者
が
労
務
提
供
の
意
思
を
喪
失
し
た
の
だ
と
い
う
観
点
が
全
く
欠
落
し

て
い
る
」（
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
二
頁
）、「
使
用
者
は
解
雇
と
い
う
契
約

６９

関
係
を
確
定
的
に
終
了
さ
せ
る
行
為
に
よ
っ
て
適
法
に
労
働
者
の
労
務
提
供
の

意
思
を
喪
失
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
以
降
も
労
務
提
供
を
す
れ
ば

賃
金
の
喪
失
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
公
正
で
は
な
い
」（
小
宮
・
前
掲
注
（
　
）
７２

四
二
頁
）
な
ど
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
事
件
・
大
阪
高
裁
判
決
の
ほ
か
、
例
え
ば
、

７６

７４

東
京
セ
ク
ハ
ラ
（
Ｍ
商
事
）
事
件
・
東
京
地
判
平
一
一
・
三
・
一
二
労
判
七
六
〇

号
二
三
頁
で
は
、
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
傷
病
手
当
金
が
約
三
か
月
間
支
給
さ

れ
て
な
お
給
与
月
額
六
か
月
分
が
損
害
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。

（
　
） 

Ｏ
法
律
事
務
所
事
件
（
事
務
員
解
雇
）
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
一
七
・
二
・
二

７７
三
労
判
九
〇
九
号
六
七
頁
。
本
件
は
上
告
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却

す
る
と
と
も
に
、
上
告
受
理
申
立
て
に
つ
い
て
も
不
受
理
の
決
定
を
し
て
い
る

（
最
一
小
決
平
一
七
・
六
・
三
〇
判
例
集
未
登
載
）。

（
　
） 

問
題
は
、
得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
合
理
的
な
雇

７８
用
継
続
の
期
間
を
い
か
に
し
て
推
認
す
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

小
宮
教
授
は
、
米
国
に
お
い
て
、
雇
用
契
約
の
随
意
性
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に

解
雇
が
な
け
れ
ば
合
理
的
に
み
て
雇
用
さ
れ
続
け
た
で
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る

期
間
を
前
提
と
し
て
当
該
期
間
中
の
賃
金
と
他
の
雇
用
か
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
賃
金
の
差
額
を
算
出
す
る
枠
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
参
照
し
つ
つ
、

日
本
法
に
お
い
て
も
、「
予
定
さ
れ
た
退
職
ま
で
の
期
間
、
当
該
企
業
の
同
種
労

働
者
の
平
均
的
雇
用
継
続
期
間
、
当
該
労
働
者
の
勤
続
年
数
、
年
齢
、
勤
務
態

度
・
成
績
・
過
去
の
職
歴
、
当
該
企
業
の
規
模
、
経
済
的
環
境
等
諸
般
の
事
情
を

基
礎
と
し
て
合
理
的
雇
用
継
続
期
間
を
算
定
し
、
次
に
、
再
就
職
の
有
無
お
よ

び
そ
の
可
能
性
、
再
就
職
ま
で
の
期
間
、
再
就
職
先
の
賃
金
レ
ベ
ル
な
ど
口
頭

弁
論
終
結
時
ま
で
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
で
き
る
だ
け
正
確
な
認
定
の
も
と

に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
（
小
宮
・
前
掲
注

（
　
）
四
五
頁
～
四
六
頁
参
照
）。
小
宮
教
授
が
示
さ
れ
た
評
価
要
素
は
網
羅
的

７２な
も
の
で
あ
り
、
実
務
の
参
考
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
え

ば
、
良
好
な
勤
務
記
録
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
き
た
労
働
者
が
勤
務
成

績
不
良
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
場
合
な
ど
で
は
、
個
々
の
評
価
要
素
の
優
劣
を

い
か
に
し
て
判
断
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
フ
ェ
ア
ネ

ス
の
原
理
が
示
す
相
関
的
な
判
断
の
枠
組
み
は
、
参
照
し
得
る
考
え
方
と
し
て

示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
事
案
の
個
々

具
体
的
な
事
実
と
付
与
さ
れ
た
救
済
内
容
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
博
士
特
別
研
究
員
）

一
五
〇

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）


